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１ 募集事業の概要 

福島市老人福祉施設等整備費補助金交付要綱（以下、交付要綱という。）に基づき、既存の特別養護老人

ホームにおいて、老朽化が著しく使用に堪えず、かつ利用者の安全等に影響が生ずるおそれがあるため改

修が必要となった施設及び付帯設備について、大規模修繕等に係る費用の一部を、予算の範囲内で補助し

ます。 

令和８年度分の事業を募集しますので、実施を希望する場合は、下記内容を確認の上、必要書類を提出

してください。 

 

２ 対象施設 

施設の区分 整備内容 整備年度 整備数 

特別養護老人ホーム（定員３０人以上）及び 

特別養護老人ホーム（定員３０人以上）に併設 

される老人ショートステイ用居室 

大規模修繕等 令和８年度 予算の範囲内 

 

３ 対象事業 

別表（Ｐ７）に記載の事業を対象とします。ただし、以下に該当する場合は、補助対象外となります。 

(1) 建物の維持管理の義務を怠ったことに起因し発生したものや設計の不備又は工事施工の粗漏に起因

し発生したもの。 

(2) 「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について」（平成１８年５月２９日老発第０５２９００１号

厚生労働省老健局長通知）の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」第３の２（１）イ（社

会福祉連携推進法人等に係る高齢者施設等の大規模修繕等支援事業）及びウ（国土強靭化対策と一体的に

行う大規模修繕等支援事業）の対象事業に該当するもの。 

 

４ 補助制度について 

(1)補助交付額 

補助基準額（※１）と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と総事業費から寄付金その他の収

入額を控除した額の合計額とを比較して、少ない方の額に、補助割合（３／４）を乗じた額を補助交付

額（ただし、令和８年度補助交付額の上限額は、全体で２０，０００千円）とし、予算の範囲内で交付

します。 

※１補助基準額：補助単価に定員数を乗じて得た額とする。 

施設の区分 補助単価 

特別養護老人ホーム（定員３０人以上） １，４００千円 

上記に併設される老人ショートステイ用居室 ７００千円 

 

  



- 2 - 

(2)総事業費 

総事業費は、次により算出される額を下限額とし、下限額を超えない場合は補助対象外とします。 

ア 別表の１の（３）のみを実施する場合、３，０００千円とする。 

イ 上記アに該当しない場合、延床面積（㎡）×４千円とする。ただし、１０，０００千円に満たな

い場合は、１０，０００千円とする。 

 

〇参考（補助交付額と総事業費の計算例） 

特別養護老人ホーム定員 ８０名、ショートステイ定員２０名、施設面積 ２，５００㎡の施設で、 

工事費３０，０００千円の場合。 

ⓐ総事業費の下限額：４千円×２，５００㎡＝１０，０００千円 

ⓑ補助基準額   ：１，４００千円×８０名+７００千円×２０名＝１２６，０００千円 

ⓒ工事費     ：３０，０００千円 

 

ⓐ１０，０００千円＜ⓒ３０,０００千円 により総事業費の下限額を満たすため、 

ⓑとⓒの低い方×補助率３／４（上限２０，０００千円まで）となる。 

補助交付額は、ⓒ３０，０００千円×３／４＝２２，５００千円（上限２０,０００千円まで）のため、 

２０，０００千円となる。 

(3) 補助金の交付について 

「福島市補助金等の交付等に関する規則」で定める交付決定の取り消しに該当する事実があった場合、

補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。 

 

５ 今後の日程について（予定） 

日   程 内      容 

令和８年６月２日（火） 募集要項公開・募集開始 

令和８年７月１日（水） 応募書類提出期限・応募書類確認 

令和８年７月上旬 書類審査 

令和８年７月中旬 事業予定事業者決定 

令和８年７月中旬～ ①施設整備補助金の交付申請 

 ②市の見積審査（１か月程度） 

 ③施設整備補助金の交付決定 

 ④入札、事業着手（着工） 

令和９年２月中旬 ⑤竣工・引き渡し完了（建築・消防検査等の終了） 

令和９年２月下旬 ⑥実績報告、工事検査 

令和９年３月 補助金交付、事業完了 
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６ 応募書類の提出について 

提出期間 募集要項公開～令和８年７月１日（水）まで 

受付時間 午前８時３０分～午後５時まで（土日祝日を除く） 

提出先 
福島市介護保険課介護資格係 

ＴＥＬ：０２４－５２５－６５５１ 

提出書類 

(1) 「１０ 提出書類について」のとおり準備し、提出してください。 

(2) 提出された書類は返却しません。 

(3) 応募書類の提出に要する経費については、選考の結果にかかわらず本市では

一切負担しません。 

(4) 提出部数 

①紙媒体：Ａ４判でファイリングしたものを１部 

・提出書類一覧表を作成してください。 

・書類は、通しでページ番号を記載してください。 

②電子データ：正本をＰＤＦデータにしたものを１部 

・ファイル名は、提出書類一覧表のとおり入力してください。 

・図面や写真については、内容を鮮明に確認できる程度の容量（解像度）と

してください。 

・ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに書き込んだものを提出してください。（ＵＳＢ

メモリやメール添付による方法は受け付けません。） 

 

７ 選考方法と結果について 

(1) 応募多数の場合は、当該事業の主旨を踏まえ、整備対象箇所の老朽化状況や利用者の安全等から優先

順位の高い順番に採択します。審査の視点は次のとおりです。 

・建築物の老朽化状況 

・利用者等の安全性 

・施設の稼働状況 等 

(2) 選考結果は、応募者に文書で通知するとともに、本市のホームページに掲載します。 

 

８ 質問及び回答について 

受付期間 募集要項公開～令和８年７月１日（水）まで 

質問方法 

本市ホームページの質問フォームから、質問の内容を簡潔にまとめた質問書を提出

してください。 

※同様の質問がないか、ホームページを確認した上で質問してください。 

回答方法 
本市ホームページにて回答内容を掲載します。 

※質問者に対しては、メールでお知らせします。 

掲載先 

ホームページ 

福島市ホームページ＞健康・福祉＞福祉・介護 

＞介護・福祉サービス事業者＞介護保険サービス 

＞令和８年度「特別養護老人ホームの大規模修繕事業」を募集します 
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９ 留意事項 

(1) 法人本部と十分に協議した上で、提出書類を提出してください。 

(2) 補助交付額は予算の範囲内で行うため、補助単価等と一致しない可能性があります。ご了承ください。 

(3) １法人につき応募は１施設とします。 

(4) 建設工事について 

① 選定された後の建設工事の契約は、福島市の入札制度に従って、一般競争入札等を行ってください。 

② 見積書を徴取にあたっては、施工内容に応じた建設業許可を持つ業者から徴取してください。 

(5) 今後、施設の廃止や統廃合、取壊し等を検討している場合は、当該事業の活用をお控えください。当

該事業の活用で効用の増加した財産（施設）を取壊し等する場合、補助金返還を要する場合があります。 

(6) その他 

① 応募者は、応募書類の提出をもって、本公募要項に記載された内容を承諾したものとみなします。 

② 応募者から提出された応募書類等の著作権は、それぞれの応募者に帰属します。 

③ 応募受付後に辞退する場合は、辞退する理由を具体的に記載した辞退届（任意様式）を提出してくだ

さい。 

④ 事業選定後の応募内容変更は、原則として認めません。当該事業を進める中で、審査時の内容と異な

る点があった場合、補助金の交付を取り消すことがあります。ただし、介護サービスの向上につなが

るものや天災等やむを得ない場合は、市と協議の上、変更を認める場合があります。あらかじめ介護

保険課へ協議を行ってください。 

⑤ ④の理由等により補助金の交付が取り消され、これにより事業者が損害を被ったとしても本市は、一

切その責任を負いません。 

⑥ 本公募要項に定めのない事項については、本市の指示に従うものとします。 
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１０ 提出書類について 

提出書類 備考 

(1) 令和８年度特別養護老人ホーム大規模修繕事業申込書 様式第１号 

(2) 特別養護老人ホーム大規模修繕計画書 様式第２号 

(3) 土地・建物の登記事項証明書  

(4) 事業費（工事費）の内訳 様式第３号 

(5) 応募に関する確認調書 様式第４号 

(6) 定期点検（法定点検）の実施状況がわかる書類一式（直近３回分）  

(7) 面積按分表 様式第５号 

(8) 今後の整備（修繕）計画 様式第６号 

(9) 大規模修繕計画表 任意様式 

(10) 施設整備実績一覧表 様式第７号 

(11) 事業計画書に関する図面一式  

 ア 建築工事図面（平面図、立面図、面積求積図、仕上表等）  

 イ 電気設備工事図面  

 ウ 機械設備工事図面  

(12) 施工箇所がわかる写真 任意様式 

(13) 事業スケジュールがわかる書類 任意様式 

(14) 工事見積書 ３者以上からの見積書 

(15) 財務諸表  

 ア 直近２年間の決算書類 

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第 1号第 1様式、第 2号第 1

様式、第 3号第 1様式） 

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第 1号第 2様式、第 2号第 2

様式、第 3号第 2様式） 

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1号

第 3様式、第 2号第 3様式、第 3号第 3様式） 

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1号第 3

様式、第 2号第 3様式、第 3号第 3様式） 

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1号第 3

様式、第 2号第 3様式、第 3号第 3様式） 

(6) 法人全体の注記 

(7) 附属明細書 

(8) 財産目録 

法人の既定の様式。 

(2),(4),(5)は、公益事業、

収益事業がない法人は提出

不要。 

 イ 直近２年間の法人税申告書写し 別表一、別表四の写し 

(16) 資金収支内訳書 任意様式 

(17) 資金収支内訳書の算定根拠 任意様式 
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○提出書類の体裁 

提出書類は、以下に記す体裁を整えてください。 

◆ 表紙は提出書類一覧表とし、全体にページ番号を付けてください。 

◆ １冊にまとめ、ファイル等で綴ってください。 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記のほか、市長が必要とする書類提出を求めることがあります。 
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ページの表記 

ファイル等で 
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別表 大規模修繕等の取り扱いについて 

 

１ 対象事業 

既存施設において、老朽化が著しく使用に堪えず、かつ利用者の安全等に影響が生ずるおそれがあるため、

改修が必要となった施設及び付帯設備について、次のいずれかに該当する改修等を行うもの。 

大規模修繕等の区分 施工内容 

（１）施設の一部改修 一定年数（※１）を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった外壁改修、

屋上等の防水工事 

（２）施設の付帯設備の

改造 

一定年数（※１）を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設

備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事 

（３）施設の冷暖房設備

の設置（※２） 

利用者及び職員の生命身体に直接的な影響を与える恐れのある、熱中症対策

等のための施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数（※１）を経過して

使用に堪えなくなり、改修が必要となった冷暖房設備の改造工事 

（４）その他大規模な修

繕等 

特に必要と認められる上記に準ずる工事 

（※１）一定年数は、おおむね１５年とする。なお、経過年数の算定に当たっては、当該既存施設の供用開始年

月日から大規模修繕等を実施する年度の属する４月１日時点の経過年数とし、１年未満は切り捨てること

とする。 

（※２）天井、壁、窓枠等に固定して設置するものに限る。 

 

２ 補助基準 

（１）大規模修繕等にかかる総事業費について、次により算出される額を下限額とし、下限額を超えない場合

は補助対象外とする。 

ア 別表２の１の（３）のみを実施する場合、3,000千円とする。 

イ 上記アに該当しない場合、延床面積（㎡）×４千円とする。ただし、10,000 千円に満たない場合は、

10,000千円とする 

（２）建物の維持管理の義務を怠ったことに起因し発生したものや設計の不備又は工事施工の粗漏に起因し

発生したものではないこと。 

（３）「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について」（平成１８年５月２９日老発第０５２９００１号

厚生労働省老健局長通知）の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」第３の２（１）イ（社

会福祉連携推進法人等に係る高齢者施設等の大規模修繕等支援事業）及びウ（国土強靭化対策と一体的に

行う大規模修繕等支援事業）の対象事業に該当する場合は、当該補助事業は対象外とする。 

 

 

 


